
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

の
被
保
険
者
で
、
平
成
20
年
度
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
入
院
時
に
こ
の
認
定
証
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
食
事

代
・
居
住
費
が
減
額
さ
れ
る
ほ
か
、

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
も
一
定
額

ま
で
と
な
り
ま
す
（
下
表
）。

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
申

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
で
は
、
医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
は
、
毎
年
８
月
１
日
現
在
で

前
年
の
課
税
所
得
（※）
に
よ
り
判
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

老
人
保
健
制
度
で
は
、
同
一
世
帯

に
属
す
る
70
歳
以
上
の
人
の
所
得
状

況
か
ら
自
己
負
担
割
合
を
判
定
し
て

い
ま
し
た
が
、
長
寿
医
療
制
度
に
お

い
て
は
、
同
一
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
の
所
得
状
況
か
ら
判
定
し
ま

す
。（
自
己
負
担
割
合
は
表
①
の
と

お
り
で
す
）

定
期
判
定
の
結
果
、
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
に
変
更
が
あ
る
被
保
険

者
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
以

降
は
必
ず
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い
。

※
課
税
所
得
…
所
得
（
収
入
か
ら
必

要
経
費
等
の
収
入
ご
と
の
法
定
控

除
を
行
っ
た
額
）
か
ら
地
方
税
法

上
の
各
種
控
除（
扶
養
控
除
な
ど
）

を
行
っ
た
額
の
こ
と

経
過
措
置

平
成
20
年
８
月
か
ら
平
成
22
年
７

月
ま
で
の
期
間
に
、
自
己
負
担
割
合

が
３
割
と
判
定
さ
れ
た
被
保
険
者
で
、

同
一
世
帯
に
他
の
長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
加
入
者

が
お
ら
ず
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の

世
帯
員
を
含
め
た
収
入
の
合
計
が
520

万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ
り
、

１
箇
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
「
一
般
」
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

（
表
②
参
照
）

請
が
必
要
で
す
。
申
請
は
随
時
受
け

付
ま
す
の
で
、
認
定
証
が
必
要
な
人

は
手
続
き
を
行
っ
て
下
さ
い
。
認
定

証
は
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日
か
ら

有
効
で
す
。

申
請
は
本
庁
市
民
課
国
保
年
金
医

療
係
、
各
支
所
総
合
窓
口
課
・
各
出

張
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
へ

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
平
成
20
年
７
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
認
定
が
可
能
な
人
に
は

７
月
中
旬
に
山
口
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
認
定
証
が
必

要
な
場
合
は
必
ず
８
月
31
日
ま
で
に

再
申
請
を
行
っ
て
下
さ
い
。

な
お
、
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
の
証
を

お
持
ち
の
人
で
、
そ
の
認
定
期
間
内

の
過
去
12
ヵ
月
の
入
院
日
数
の
合
計

が
91
日
以
上
の
場
合
は
、
食
事
代
が

更
に
減
額
さ
れ
ま
す
。
申
請
の
際
は

病
院
の
領
収
書
な
ど
、
入
院
日
数
の

分
か
る
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。


